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■ ■ (11) ＋ (18) ■ ■

19

20

納
付
分

(11)と(20)のうち少ない金額 21
(　　　　　　円) (　　　　　　円) (　　　　　　円)

控 除 対 象 外 国 法 人 税 額
((((7) 又 は (13)) × 35%) と
(19) の う ち 少 な い 金 額 ) ●

納 付 し た 控 除 対 象 外 国 法 人 税 額
■■（(21)欄又は(24)欄の合計）■■

29

円

減額された納付控除対象外国法人税額
■■■■（(25)欄の合計）■■■■

31

円

納付したとみなされる控除対象外国法人税額

■■（ (22)欄又は (27)欄の合計）■■ 30

円

減額されたみなし納付控除対象外国法人税額

■ ■ ■ ■ （ (28) 欄 の 合 計 ） ■ ■ ■ ■ 32

円

別
表
六
㈣
　
令
五
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
分

(　　　　　　円) (　　　　　　円) (　　　　　　円) (　　　　　　円)

納
 
付
 
分

増 額 又 は 減 額 前 の 事
業 年 度 の (21) の 金 額 23

24
(　　　　　　円)

(　　　　　　円) (　　　　　　円) (　　　　　　円) (　　　　　　円) (　　　　　　円)

(　　　　　　円) (　　　　　　円)

(　　　　　　円)

(　　　　　　円) (　　　　　　円)

(12)

NtaAdministrator
テキストボックス




